
議案第４号 

 

   専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて 

 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分したので報

告し、承認を求める。 

 

  令和８年６月９日提出 

 

                階上町長  荒 谷 憲 輝 

 

 

        ◇                  ◇ 

 

 

提案理由 

 令和 7 年度一般会計予算について歳入歳出の額をそれぞれ調整し補正するた

めに専決処分したものについて、その承認を求めるため提案するものである。 

 

（参考） 

▽地方自治法 

 （長の専決処分） 

第 179 条 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第 113 条ただし書の場

合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長にお

いて議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時

間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決す

べき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべ

き事件を処分することができる。 

3 前 2項の規定による処理については、普通地方公共団体の長は、次の会議に

おいてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。 

  



専決処分第２号 

 

   令和７年度階上町一般会計補正予算の専決処分について 

 

 令和７年度階上町一般会計補正予算を地方自治法第１７９条第１項の規定に

より専決処分する。 

 

  令和８年３月３１日 

 

                階上町長  荒 谷 憲 輝 

 

令和７年度階上町一般会計補正予算  別冊のとおり 

  



 

令和７年度 

 

 

階上町一般会計補正予算 
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専決第２号 

 

   令和７年度 階上町一般会計補正予算 

 

 令和７年度階上町の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１６７，５４３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７，８５５，

６８８千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」

による。 

 （繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加及び変更は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

 （地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 

  令和８年３月３１日専決 

 

階上町長  荒 谷 憲 輝      









  歳　出

-

総務管理費

戸籍住民基本台帳費

選挙費

統計調査費

企画費

地方創生費

社会福祉費

老人福祉費

児童福祉費

保健衛生費

農業費

林業費

水産業費

2

3

4

6

7

1

3

4

5

7

8

1

2

3

1

1

2

3

（単位:千円）

款 項

総務費

民生費

衛生費

農林水産業費

商工費

5-

1,444,179

527,226

82,100

40,388

7,805

548,745

64,397

2,029,093

528,045

430,153

1,070,894

371,528

371,528

244,295

174,370

32,731

37,194

247,105

 補 正前の額  

△29,431

△11,168

△3,270

△6,580

△358

△75

△7,980

△18,577

△6,761

△2,552

△9,264

△23,383

△23,383

13,220

△1,618

14,838

-

△3,321

 補 正 額  

1,414,748

516,058

78,830

33,808

7,447

548,670

56,417

2,010,516

521,284

427,601

1,061,630

348,145

348,145

257,515

172,752

47,569

37,194

243,784

計



商工費

土木管理費

道路橋梁費

消防費

教育総務費

小学校費

中学校費

保健体育費

基金費

予備費

　合　　　　　　計

8

9

10

13

14

1

1

2

1

1

2

3

5

1

1

（単位:千円）

6 --

款 項

土木費

消防費

教育費

諸支出金

予備費

歳　　　　　出　　

247,105

652,893

45,906

345,017

137,246

137,246

1,677,046

1,211,550

38,857

33,077

242,757

179,685

179,685

95,087

95,087

7,688,145

 補 正前の額  

△3,321

△7,156

△647

△6,509

△1,285

△1,285

△4,860

△4,149

△22

△689

-

300,000

300,000

△57,664

△57,664

167,543

 補 正 額  

243,784

645,737

45,259

338,508

135,961

135,961

1,672,186

1,207,401

38,835

32,388

242,757

479,685

479,685

37,423

37,423

7,855,688

計
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第２表 繰越明許費補正 

追 加 

（単位：千円） 

款 項 事 業 名 金   額 

７ 商 工 費 １ 商 工 費 は し か み 家 計 支 援 商 品 券 事 業 ７５，８００ 

９ 消 防 費 １ 消 防 費 防 災 マ ッ プ 作 成 事 業 ７８７ 
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第２表 繰越明許費補正 

変 更 

（単位：千円） 

款 項 
補 正 前 補 正 後 

事 業 名 金  額 事 業 名 金  額 

９ 消 防 費 １ 消 防 費 
Ｊアラート受信機更新

事業 
５，８３０ 

Ｊアラート受信機更新

事業 
５，７９７ 
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第３表 地方債補正 

変 更 

（単位：千円） 

起債の目的 

補      正      前 補      正      後 

限度額 
起債の 

方 法 
利 率 償還の方法 限度額 

起債の 

方 法 
利 率 

償還の 

方 法 

第５分団屯所移転新

築事業 

 

中央体育館外壁塗装

事業 

59,100 

 

 

21,500 

 

 

 

 

普通貸 

借又は 

証 券 

発 行 

10.0％ 

以 内 

 

（ただし、利

率見直し方式 

で借り入れる

政府資金又は

地方公共団体

金融機構資金

について、利

率の見直しを

行った後にお

いては、当該

見直し後の利

率） 

 政府資金につい

ては、その融資条

件により、銀行そ

の他の場合にはそ

の債権者と協定す

るところによる。

ただし、町財政の

都合により、据置

期間及び償還期限

を短縮し、又は繰

上償還もしくは低

利に借換えするこ

とができる。 

58,700 

 

 

20,900 

補正前 

に同じ 

補正前 

に同じ 

補正前 

に同じ 

 


